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Information　健康福祉課

介護保険料および後期高齢者医療保険料の年金からの
特別徴収開始
　平成23年３月11日に発生した東日本大震災お
よび原子力災害により避難指示などが出された区
域のうち、旧緊急時避難準備区域および平成26年
12月31日までに解除された避難指示解除準備区
域に居住していた方で、一定所得以下の個人また
は世帯は令和５年度における国民健康保険税、介
護保険料および後期高齢者医療保険料について、
本来の賦課額の２分の１を納めていただくことと
なります。
　介護保険料については、介護保険法第135条よ
り、原則、年金からの天引きとなる特別徴収を開
始いたします。介護保険料の対象者は、令和５年
４月１日時点で広野町に住民票のある65歳以上
の第一号被保険者の方で、年金（老齢年金・退職
年金、遺族年金および障害年金）の年額18万円以
上を受給されている方となります。
　後期高齢者医療保険料については、75歳以上ま
たは一定の障がいを持つ65歳以上の方で、年金の
受給額が年額18万円以上かつ介護保険料と合わ
せた保険料額が年金額の２分の１を超えない方が
対象となります。
　年金からの特別徴収は、令和５年10月支給の年
金から開始されます。
　なお、これらに該当しない場合は普通徴収とな
ります。支払い方法は納付書または口座振替とな
りますが、納め忘れの無いよう口座振替をご活用
ください。
　保険料や納期などについては、令和５年７月以降
に送付しております「保険料納入通知書」でご確認
ください。

特 別 徴 収 と 普 通 徴 収

対 象 者 納付方法
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● 老齢年金、退職年金、遺族年
金、障害年金を年額18万円
以上受給されている方

＊手続きは必要ありません

受給されている
年金から徴収さ
れます。
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●年金を受給されていない方
●年金の受給額が年額18万円

未満の方
●特別徴収の要件を満たしてい

ても、以下の条件に該当する方
１．令和５年４月１日以降に65

歳になられた場合（介護保険料）
２．令和５年４月１日以降に

75歳到達または、65歳以上
で一定の障がいをお持ちの場
合（後期高齢者医療保険料）

３．他の市町村から広野町へ転
入された場合

４．年度の途中で所得段階の区
分が変更となった場合

５．年金の再裁定などにより年
金の種類や金額が変更された
場合（特別徴収が継続される
場合もあります。）

６．年金の支払いが停止（一部
停止）になった場合

納付書でのお支
払いまたは口座
振替となります。

口座振替取り扱
い金融機関につ
いては下記の通
りです。

・あぶくま
　信用金庫
・ゆうちょ銀行
・東邦銀行
・福島さくら
　農業協同組合

問  広野町　健康福祉課　☎0240ｰ27ｰ2113

★日時　毎週水曜日　14:00～17:00
　　　　（令和５年６月14日～令和６年２月７日）
★場所　広野公民館 ☎0240ｰ27ｰ3244
　　　　（広野町中央台１丁目１番地）
★お問い合わせ　☎080ｰ5224ｰ0105
将棋・麻雀などの遊戯を通して地域と世代
を超えて交流しませんか？小学生以上居住
地にかかわらずどなたでも参加できます！
令和５年度 地域経済政策推進事業費補助金（被災12市町村における地域のつながり支援事業）

相双文化発信センター遊戯交流会参加者募集相双文化発信センター遊戯交流会参加者募集

無料!!

自分たちの町は自分たちで守る
広野町消防団　団員募集
広野町婦人消防隊　隊員募集

活動内容や待遇などの詳細は
問 広野町 環境防災課　☎0240-27-2114

Information　平年金事務所・健康福祉課

東日本大震災の被災者の方の
申請免除等特例措置の段階的見直しについて
■ これまで、国民年金保険料の免除・納付猶予、学生

納付特例（以下「申請免除等」とします。）については、
東日本大震災に伴い避難を余儀なくされた方のご事
情を踏まえ、特例措置を設けておりました（※）

　※ 申請免除等は、通常、前年所得により審査すること
としておりますが、東日本大震災が生じた日に旧避
難指示区域を有する以下の市町村にお住まいであっ
た被保険者の皆様においては、前年所得によらず申
請免除などを審査する措置を設けておりました。

　（対象市町村）
　 田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、

川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村

■ 令和７年度以降の申請免除などにつきましては、一
部の避難指示地域について解除から概ね10年を経
過することなどを踏まえ、当時お住まいだった以下
の市町村毎に申請免除等特例措置の段階的な見直し
を行います。

　 　皆様におかれましては、あらかじめ、ご理解・ご
協力をお願いします。

当時お住まい
だった市町村（※１）

特例措置の廃止年度

免除・納付猶予 学生納付特例

広野町、
田村市

令和７年度
（令和７年７月分の

保険料から）

令和７年度
（令和７年４月分の

保険料から）

楢葉町
令和８年度

（令和８年７月分の
保険料から）

令和８年度
（令和８年４月分の

保険料から）

川内村、
葛尾村（※２）、
南相馬市（※２）

令和９年度
（令和９年７月分の

保険料から）

令和９年度
（令和９年４月分の

保険料から）

川俣町、
飯舘村（※２）、
浪江町（※２）、
富岡町（※２）

令和10年度
（令和10年７月分の

保険料から）

令和10年度
（令和10年４月分の

保険料から）

※１ 　平成29年４月以前に指示が解除されている地域のみ記
載しております。平成29年５月以降に解除された地域に
ついては、今後見直し内容をお示しする予定です。

※２ 　帰還困難区域（特定復興再生拠点区域含む。）を除き
ます。

問  平年金事務所　☎0246ｰ23ｰ5611
　  広野町　健康福祉課　☎0240ｰ27ｰ2113

Information　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

令和５年度 原子力機構 福島研究開発部門 
成果報告会の開催について
　原子力機構は、福島研究開発部門における１Fの廃
炉および福島県内の環境回復に向けた研究開発などの
活動で得られた成果などについて、以下のとおり報告
会を開催いたします。

■開催日時　令和６年１月26日（金）　
　　　　　　午後１時～午後４時50分
■開催場所　いわき芸術文化交流館アリオス（中劇場）
■開催方式　 ハイブリッド開催（ご来場およびオンラ

イン）

■申込方法　 参加申込用紙をダウンロードし、必要事
項をご記入の上、E-mailまたはFAXに
てお申し込みください。　

　　　　　　ダウンロードは
　　　　　　QRコードから。

問  国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
福島研究開発部門
福島研究開発拠点　福島事業管理部　総務課
☎024ｰ524ｰ1060　024ｰ524ｰ1069


